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レビュー（水道の運営基盤の強化）

【主要施策２】最適な運営形態の選択及び我が国の水道にふさわしい多様な連携の構築

【民間的経営手法の活用に関する主な動き】
・ 平成14年12月 総合規制改革会議「第2次答申」

「地方公営企業が経営する水道事業については、可能な場合には地方公共団体の判断により、で
きる限り民営化、民間への事業譲渡、民間委託を図るべき」

・ 平成16年4月 総務省通知「地方公営企業の経営の総点検について」
「地方公営企業の形態によるサービス供給の必要性があるとしても、民間的経営手法を導入し経
営の効率化・活性化を図る余地がないか」について、改めて総点検するよう要請。

・ 平成16年6月 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004」
「地方公営企業の民営化・民間譲渡・民間委託といった地方行政改革の推進が必要」

・ 平成19年10月 「公共サービス改革基本方針」改定
「水道事業者等である各地方公共団体の判断に基づく包括的な民間委託が円滑かつ適切に推進さ

れるよう､(中略）措置を講じる。」
【民間の活力を活用できる新たな経営手法に関する制度改正等】
・ 平成11年 ＰＦＩ法の施行
・ 平成14年 水道法の改正による第三者委託制度の施行
・ 平成15年 地方自治法の改正による公の施設の指定管理者制度の創設
・ 平成16年 地方独立行政法人法の施行
・ 平成18年 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の施行 等

今日、規制緩和や民間的経営手法の活用が求められるようになってきており、平成13年の水道法改正に基づく浄水場の
管理業務に係る第三者委託等の活用も進められている。また、地方自治制度においても、地方独立行政法人による水道運
営が可能になるとともに、公の施設に係る指定管理者制度も導入されるなど制度の見直しが行われている。

運営形態の多様化

【施策目標】多様な連携による運営形態の最適化

水道ビジョンの記述

資料２(参考２②)
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レビュー（水道の運営基盤の強化）

【主要施策２】最適な運営形態の選択及び我が国の水道にふさわしい多様な連携の構築

【施策目標】多様な連携による運営形態の最適化

水道事業者の多くが中小規模であるため、運営基盤
が弱く、少数の職員で広範囲な 分野を担当すること
が多く、水質等の新たな課題に対し、適切に対処する
ことが困難。

このため、浄水場の運転管理等技術上の業務を技
術的に信頼できる民間事業者や 他の地方公共団体と

いった第三者に水道法上の責任を含め委託できる制
度が平成14年4月に施行された。

この第三者委託の活用により水道事業における運
営基盤の強化に資することが期待されている。

第三者委託制度の概要
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－目標の達成状況ー

【施策目標】多様な連携による運営形態の最適化

【主要施策２】最適な運営形態の選択及び我が国の水道にふさわしい多様な連携の構築

第三者委託届出件数

出典：厚生労働省健康局水道課

レビュー（水道の運営基盤の強化）

H15 H16 H17 H18

第三者委託届出件数 17 32 69 154

水道法に基づき､水道の管理に関する技術上の業務を
委託している全国の上水道事業､水道用水供給事業､
簡易水道事業及び専用水道の総数

・第三者委託の届出件数は年々増加。
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－目標の達成状況ー

【施策目標】多様な連携による運営形態の最適化

【主要施策２】最適な運営形態の選択及び我が国の水道にふさわしい多様な連携の構築

レビュー（水道の運営基盤の強化）

ＰＦＩの概要

○ＰＦＩとは

○期待される効果

・ＰＦＩ（ Private-Finance-Initiative ）は、公共事業を実施するための手法の一つで、民

間の資金と経営能力・技術力（ノウハウ）を活用し、公共施設等の設計・建設・改修・更
新や維持管理・運営を行う手法。
・わが国では、平成11年7月にＰＦＩ法が制定され、この法律に準拠したＰＦＩ事業が実

施できるようになった。

・低廉かつ良質な公共サービスが提供されること
・公共サービスの提供における行政の関わり方の改革
・民間の事業機会を創出することを通じ、経済の活性化に資すること

出典：ＰＦＩ事業導入の手引き（平成17年3月、内閣府）
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－目標の達成状況ー

【施策目標】多様な連携による運営形態の最適化

【主要施策２】最適な運営形態の選択及び我が国の水道にふさわしい多様な連携の構築

レビュー（水道の運営基盤の強化）

①ＢＯＯ（Build Operate Own）

民による施
設の整備

民による運
営管理
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終了

民による施
設の撤去

※民間事業者が施設を整備した後、管理運営を行い、契約期間終了後に民間事業者が施設を保有し続けるか、撤去する方式。

※民間事業者が施設を整備した後、管理運営を行い、契約期間終了後に所有権を水道事業者に譲渡する方式。
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※民間事業者が施設を整備した後、施設の所有権を水道事業者に譲渡するが、管理運営は民間事業者が行う方式。

②ＢＯＴ（Build Operate Transfer）

③ＢＴＯ（Build Transfer Operate）

ＰＦＩの事業方式
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－目標の達成状況ー

【施策目標】多様な連携による運営形態の最適化

【主要施策２】最適な運営形態の選択及び我が国の水道にふさわしい多様な連携の構築

ＰＦＩ導入件数（契約締結件数）（累計）

出典：厚生労働省健康局水道課

レビュー（水道の運営基盤の強化）

H15 H16 H17 H18

ＰＦＩ導入（契約締結）数） 2 3 5 6

ＰＦＩを導入した全国の上水道事業､水道用水供
給事業､簡易水道事業及び専用水道の総数

・ＰＦＩについては、大規模な水道事業者を中心に導入に関する取組が進められている。
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－目標の達成状況ー【主要施策２】最適な運営形態の選択及び我が国の水道にふさわしい多様な連携の構築

レビュー（水道の運営基盤の強化）

【施策目標】多様な連携による運営形態の最適化

ＰＦＩの導入状況

事業体名称 東京都水道局 東京都水道局 神奈川県企業庁

対象浄水場 金町浄水場 朝霞・三園浄水場 寒川浄水場
電力及び蒸気供給 電力及び蒸気供給 脱水ケーキの再生利用

次亜塩素酸ナトリウム供給
発生土の有効利用

事業類型 サービス購入型 サービス購入型 サービス購入型
事業方式 BOO方式 BOO方式 BTO方式
契約締結日 H11.10.18 H13.10.18 H15.12.26
運用期間 20年間 20年間 20年間
運用開始 H12～ H16～ H18～

入札予定価格
約412.1億円

（都が実施する場合）
約172.2億円

事業体名称 埼玉県企業局 千葉県水道局 愛知県企業庁

対象浄水場 大久保浄水場 ちば野菊の里浄水場 知多浄水場始め4浄水場
発生土の有効利用 発生土の有効利用 脱水ケーキの再生利用
非常用電源供給

事業類型 サービス購入型 サービス購入型 サービス購入型
事業方式 BTO方式 BTO方式 BTO方式
契約締結日 H16.12.24 H17.3.25 H18.2.22
運用期間 20年間 20年間 20年間
運用開始 H20～ H19～ H18～
入札予定価格 約363億円 約133億円 約97億円

事業内容

事業内容

事業内容は、当該施設等の設計・建設・維持管理を除く
出典：各水道事業体ホームページより 実施方針、特定事業の選定、事業者選定結果等より抜粋
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－目標の達成状況ー【主要施策２】最適な運営形態の選択及び我が国の水道にふさわしい多様な連携の構築

レビュー（水道の運営基盤の強化）

平成15年には、地方自治法の一部が改正され、「公の施設」の管理について指定管理者制度等が導入され
た（第244条第２項）。

地方公共団体が運営する水道事業等の水道施設等は、地方自治法上、「公の施設」に該当する。

従来、「公の施設」についてその管理を委託しようとする場合、委託先は第三セクターなどの地方公共団体
の出資法人や公共団体に限られていたが、これを改め、地方公共団体の指定を受けた公的団体や民間事業
者等が「指定管理者」として管理を代行できることとなった。

また、この「公の施設」の利用に関する料金については、当該指定管理者の収入として収受させることがで
きるとされている。

地方自治法の改正による公の施設の指定管理者制度

国の独立行政法人制度の根本的理念を地方自治に活かすことを目指し、平成15年に地方独立行政法人
法が成立した。平成16年度より地方独立行政法人の新設あるいは移行が可能となった。

地方独立行政法人は、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等、公共上の見地からその地域にお
いて確実に実施されることが必要な事務及び事業を行わせる目的をもって地方公共団体が設立する法人で
あって、大学や、水道事業（簡易水道事業を除く）や工業用水道事業等を経営するものをいう。

地方独立行政法人制度

【施策目標】多様な連携による運営形態の最適化
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－目標の達成状況ー【主要施策２】最適な運営形態の選択及び我が国の水道にふさわしい多様な連携の構築

レビュー（水道の運営基盤の強化）

○業務名
岐阜県高山市水道事業・岩滝簡易水道事業及び高山市簡易水道事業等施設の管理業務委託

○対象施設
高山市水道事業 上野浄水場（26,400m3/日）、鶴巣浄水場（2,634m3/日）、

その他 取水、導水、浄水、送水、配水施設等
高山市簡易水道事業 簡易水道48事業に係る取水、導水、浄水、送水、配水施設等

○業務の対象範囲
水源施設、浄水施設及び配水施設等の維持管理

○委託期間
平成18年4月1日から平成21年3月31日まで（3ヵ年）

出典：水道事業における民間的経営手法の導入に関する調査報告書（平成18年3月、日本水道協会）

指定管理者制度の事例 ： 岐阜県高山市

【施策目標】多様な連携による運営形態の最適化
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－目標の達成状況ー【主要施策２】最適な運営形態の選択及び我が国の水道にふさわしい多様な連携の構築

レビュー（水道の運営基盤の強化）

【進捗状況】多様な連携による運営形態の最適化

「第三者委託実施の手引き」の作成

•水道事業者が、第三者委託の実施を検討するに当たり参考となるべき検討手法及び留意事項
等について「第三者委託実施の手引き」として平成19年11月にとりまとめ。
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－目標の達成状況ー【主要施策２】最適な運営形態の選択及び我が国の水道にふさわしい多様な連携の構築

レビュー（水道の運営基盤の強化）

【進捗状況】多様な連携による運営形態の最適化

「ＰＦＩ導入検討の手引き」の作成

・水道事業者が、PFIの導入を検討するに当たり参考となるべき検討手法及び留意事項について
「水道事業におけるPFI導入検討の手引き」として平成19年11月にとりまとめ。
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－目標の達成状況ー【主要施策２】最適な運営形態の選択及び我が国の水道にふさわしい多様な連携の構築

レビュー（水道の運営基盤の強化）

【進捗状況】多様な連携による運営形態の最適化

「最適な事業運営形態の検討手法」調査

・どのような形態を活用すれば有効かにつき、平成18年度から検討を実施中。

・想定される運営形態にそれぞれの事業を当てはめた場合に、その形態が、目的
の達成に効果があるかどうかについて検討。

・事業の財政、技術、水質あるいは供給の安定性向上という観点から評価をして、
適切な運営形態を比較して判断していくための手法について検討。

「最適な事業運営形態の検討手法に係る手引き」の作成

・水道事業者が最適な事業運営形態を検討するに当たり参考となるべき検討手法について、平
成19年度末を目途として「最適な事業運営形態の検討手法に係る手引き」をとりまとめ予定。
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－目標の達成状況ー【主要施策２】最適な運営形態の選択及び我が国の水道にふさわしい多様な連携の構築

レビュー（水道の運営基盤の強化）

【進捗状況】多様な連携による運営形態の最適化

水道事業者等に対する指導監督の充実

・水質管理の複雑化・高度化、施設の老朽化やその更新など、水道事業に要求される技術水準、
施設水準は年々高くなっていることを踏まえ、より安定した水道事業が進められるよう、水道事業
者等に対する指導監督の一層の充実を図っている。
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－目標の達成状況ー【主要施策２】最適な運営形態の選択及び我が国の水道にふさわしい多様な連携の構築

レビュー（水道の運営基盤の強化）

【進捗状況】多様な連携による運営形態の最適化

水道事業評価・監査マニュアル研究会の取組

・北海道大学創成科学共同研究機構では、水道事業評価・監査マニュアル研究会を産官学連携で
発足させて、水道事業の再構築と官民連携について研究を進めている。

公共政策大学院
（文理融合の集団）

水道事業評価・監査
マニュアル

公共セクター
厚生労働省

総務省
地方自治体

水道サービスセクター
水道利用者
水道協会
労働組合

他

水道事業・評価
監査機関

公共サービス事業の評価・監査システムの構築

将来

民間セクター
銀行

会計監査法人
シンクタンク

コンサルタント
エンジアリング

他

NPO法人化？・合意に基づくマニュアルの策定
（関係者の参加が不可欠）

出典：「水道サービスが止まらないために～事業の再構築と官民連携」出版記念講演会資料（平成19年9月、北海道大学公共政策大学院ほか）
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レビュー（水道の運営基盤の強化）

【主要施策２】最適な運営形態の選択及び我が国の水道にふさわしい多様な連携の構築

【今後の課題】多様な連携による運営形態の最適化

状況 ・第三者委託、ＰＦＩ、地方自治法に基づく公の施設の指定管理者、地方独立
行政法人、公共サービス改革等の民間活力を活用できる新たな経営手法に
関する制度が着実に整備。
・第三者委託届出件数は年々増加しており、上水道事業、水道用水供給事
業、簡易水道事業及び専用水道いずれにおいても増加傾向にある。
・「第三者委託実施の手引き」及び「ＰＦＩ導入検討の手引き」をとりまとめ。
・「最適な事業運営形態の検討手法に係る手引き」をとりまとめ予定。
・これまでの立入検査の実施状況等を踏まえると、立入検査等に基づく指導
監督の強化のみでは、信頼される事業運営が十分に確保できるとは言えな
い状況にある。

・各種手引きがとりまとめられる予定であり、多様な運営形態により水道事業
が行われていくことが見込まれる。
・水道事業を行う組織に対する客観的な業務評価の仕組みの検討に関する取
組が必要。

目標： 地域の状況に応じた、水道事業運営形態の最適化を推進

今後の対応は？
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【今後の課題】多様な連携による運営形態の最適化

持続的に清浄・豊富・低廉な水供給確保
顧客満足度の高い水道

水道事業体 水道事業体

水道事業体

多様な選択肢から事業形態を最適化／
意思決定プロセス・パフォーマンス情報の公開

・大規模事業を中心とする運営管理の共同化
・共同での施設管理 等

第三者機関
公正な立場からのパフ
ォーマンスの評価等

民間事業者等
・受託のための技術力向上
・多様な事業形態提案
・効率的管理技術開発 等

行政（国、地方公共団体）
・モデル事業、手引き類整備等による

実施促進
・実施事業者の監督
・管理技術等の開発支援 等

業務委託

制度整備、
ツールの提供等専門的な知見、

ノウハウの
提供等

パートナーシップ

出典：水道ビジョン（平成16年6月、厚生労働省）

【主要施策２】最適な運営形態の選択及び我が国の水道にふさわしい多様な連携の構築

レビュー（水道の運営基盤の強化）

多様な連携の活用による運営形態の最適化（イメージ）
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【今後の課題】多様な連携による運営形態の最適化

【主要施策２】最適な運営形態の選択及び我が国の水道にふさわしい多様な連携の構築

レビュー（水道の運営基盤の強化）

・水道の運営管理に係る民間部門の活用を進めるためには、民間部門による業務

が所期の目的を達成しているか否かを客観的に評価し、需要者等の理解を得られる

ようにすることが必要。

・自己責任による水道事業経営の透明性を確保する観点から、第三者機関等による

公正な業務評価を実施する仕組みの検討が必要。

第三者機関による水道事業の公正な評価
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レビュー（水道の運営基盤の強化）

状況

・現行の水道法では、水道事業者等は事業認可等を受けて事業運営を
行っている（事前規制）。
・水質管理の複雑化・高度化、施設老朽化や更新など、水道事業に要求
される技術水準、施設水準が年々高くなっていることを踏まえ、より安定
した水道事業が進められるよう、立入検査等を通じて水道事業者等に対
する指導監督の一層の充実を図っているところ。

・安心・安全な水道水が供給され、今後も持続的に供給されるかといった観点
から、水道施設の適正な運転・維持管理や改築・更新、危機管理体制の確立
等に資するべく、認可等の要件見直しや補助制度の充実等に係る検討・対応
を随時行っていくとともに、従来の認可等による事前規制から適切な運営等
が実施されているか否かを確認するための事後監督型の行政システムへの
重点の移行について検討を進めていく必要がある

目標：事後監督型の行政システムにより、適切な事業運営の確認を行う

今後の対応は？

【主要施策２】最適な運営形態の選択及び我が国の水道にふさわしい多様な連携の構築

【今後の課題】多様な連携による運営形態の最適化
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・事後監督型の行政システムを採用している事例

・水道事業運営の特性・実態等も勘案した上で、水道事業への適用が可能な行政システムのあり方を検討

【主要施策２】最適な運営形態の選択及び我が国の水道にふさわしい多様な連携の構築

レビュー（水道の運営基盤の強化）

【今後の課題】多様な連携による運営形態の最適化

〔改正省エネ法〕 登録調査機関による確認調査制度の創設

○第一種特定事業者及び
第二種特定事業者は、
エネルギー管理指定工
場について、登録調査機
関に申請書を提出し、確
認調査を受けることがで
きる。

○登録調査機関は定期報
告と同等の事項を、書類
検査及び立入調査を
行って確認調査する。

○確認調査の結果、省エネ
の取組が判断基準に照
らして十分である（適合）
と認めるときは、その旨
の書面を交付し、主務大
臣に対して確認調査の
結果を報告する。

○書面を交付されたエネル
ギー管理指定工場につ
いては、その年度内に限
り、定期報告書の提出や
合理化計画の作成指示
に関する規定等の適用
を除外する。

エネルギー管理指定工場
登録調査機関

経済産業局

①確認調査の申請

②書類検査・立入調査

③確認調査を行った
工場が判断基準に
適合していた場合、
所管の経済産業局
へ調査結果を報告

④確認調査を受けた
工場が判断基準に
適合していた場合、
定期報告の提出、合
理化計画の作成等
の規程をその年度内
に限って免除

事後監督型の行政システム例（省エネ法）

出典：資源エネルギー庁HPより抜粋

事後監督型の行政システムの検討
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－目標の達成状況ー

【施策目標】水道事業に携わる技術者の確保

【主要施策２】最適な運営形態の選択及び我が国の水道にふさわしい多様な連携の構築

出典：水道統計より算出

レビュー（水道の運営基盤の強化）

H15 H16 H17

技術職員数 27,215 26,749 26,080

上水道事業及び水道用水供給事業の職員のうち、事務職
及び技能労務職を除いた技術職員の人数

・水道事業に携わる技術職員数は年々減少傾向にある。

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H13 H14 H15 H16 H17

用水供給

上水道

技術職員数
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レビュー（水道の運営基盤の強化）

【主要施策２】最適な運営形態の選択及び我が国の水道にふさわしい多様な連携の構築

【施策目標】水道事業に携わる技術者の確保

出典：水道統計（平成17年度）
※水道統計の追加調査（H17より調査項目を追加）より作成、 「1-13.職員数（都道府県別）」と異なる

 全職員
　・事務職：22,058
　・技術職：25,536
　・技能職： 8,283
　　　計   55,877

599
1,931

3,128 2,628 2,466 2,736
3,974 4,181

415
475

1,893

3,334
2,995

2,659
3,218

5,171 5,152

639
111

485

1,104

1,043
881

913

1,169
1,762

815

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

25歳未満 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60歳以上

年齢

職
員
数

事務職 技術職 技能職

・50歳以上の職員が42%→10年以内に大量退職。

上水道・水道用水供給事業職員の年齢構成
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レビュー（水道の運営基盤の強化）

【主要施策２】最適な運営形態の選択及び我が国の水道にふさわしい多様な連携の構築

【施策目標】水道事業に携わる技術者の確保

技術職員の平均勤続年数

出典：水道統計（平成17年度）

・規模が小さい事業体の平均勤続年数が短い。
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－目標の達成状況ー

【施策目標】水道事業に携わる技術者の確保

【主要施策２】最適な運営形態の選択及び我が国の水道にふさわしい多様な連携の構築

技術職全体人数に占める民間人の割合

レビュー（水道の運営基盤の強化）

H17

職員以外の技術職 2,753

上水道事業及び水道用水供給事業の職員以外で委託
契約に基づき、水道施設の運転管理や設備・機器の管
理に常勤として従事する者の人数

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

H13 H14 H15 H16 H17 H18

0-0.5万人 0.5-1万人 1-2万人
2-3万人 3-5万人 5-10万人
10-25万人 25-50万人 50-100万人
100万人以上 末端事業体合計 用供

定義
割合＝(⑤第三者委託（技術職）+⑦第三者委託以外（技術職）)
      ÷(①技術職+③技能労務職+⑤第三者委託（技術職）+⑦第三者委託以外（技術職）)

出典：水道ビジョンを踏まえたアンケート調査結果（平成18年度、厚生労働省）

・技術職全体人数に占める民間人の割合は増加。

定義
割合＝（⑤第三者委託（技術職）

+⑦第三者委託以外（技術職））
÷（①技術職+③技能労務職+
⑤第三者委託（技術職）+⑦第

三者委託以外（技術職））

職員以外の技術職数



24

レビュー（水道の運営基盤の強化）

【主要施策２】最適な運営形態の選択及び我が国の水道にふさわしい多様な連携の構築

出典：出典：水道統計（平成17年度）

H17

水道管理技術者有資格者数 17,183

上水道事業及び水道用水供給事業の職員並び
に職員以外の技術職のうち、水道法第１９条に定
める水道技術管理者の資格を有する者の人数

H17

布設工事監督者有資格者数 14,421

上水道事業及び水道用水供給事業の職員並び
に職員以外の技術職のうち、水道法第１２条に定
める布設工事監督者の資格を有する者の人数

【施策目標】水道事業に携わる技術者の確保

・水道統計により平成17年度の値が明らかとなったところであり、今後、その推移の確認が必要。

水道技術管理者有資格数

布設工事監督者有資格数
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水道施設管理技士登録者数（累計）

0

1,000

2,000
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4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

浄水３級 浄水２級 浄水１級 管路３級 管路２級 管路１級

人

平成１６年度

平成１７年度

平成１８年度

レビュー（水道の運営基盤の強化）

【主要施策２】最適な運営形態の選択及び我が国の水道にふさわしい多様な連携の構築

【施策目標】水道事業に携わる技術者の確保

Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18

水道施設管理技士
登録者数（累計）

9,390 12,303 14,145

法律に基づくものではなく、（社）日本水道協会が水道界
の要望に基づき任意の自主資格として定めた水道施設管
理技士（浄水施設管理技士（１～３級）及び管路施設管理
技士（１級～３級））に登録している登録者数の累計値

出典：（社）日本水道協会調べ

・水道施設管理技士の登録者数は、年々着実に増加している。

水道施設管理技士登録者数（累計）



26

レビュー（水道の運営基盤の強化）

【主要施策２】最適な運営形態の選択及び我が国の水道にふさわしい多様な連携の構築

【進捗状況】水道事業に携わる技術者の確保

各種統計データの充実

・水道事業に携わる技術者数については、水道統計により平成17年度の値が明らかと

なったところであり、今後、その推移の確認が必要。

・現状を的確に計画できる各種統計データの充実した。

（平成17年度から、水道統計調査の調査項目を追加）

水道統計調査の職員数に関する追加項目（H17より）

・年齢構成・職種別の職員数
・技術者の平均勤続年数
・第三者委託に基づき水道事業に従事する人数
・第三者委託以外の委託に従事する人数
・水道管理技術者有資格者数
・布設工事監督者有資格者数 など


